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刑法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係規定の適切な運用等について

（通達）

第208回国会において、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号。以下「改

正法」という。）が成立し、令和４年６月17日に公布され、改正法第１条の規定（侮辱

罪の法定刑の引上げに係る部分。以下「改正規定」という。）については同年７月７日

（以下「一部施行日」という。）から施行される。改正法の趣旨等については、「刑法等

の一部を改正する法律の公布について（通達）」（令和４年６月17日付け警察庁丙刑企発

第50号ほか）により示されたとおりであるが、各都道府県警察においては、下記の点に

留意し、関係規定の適切な運用等を推進されたい。

記

１ 改正に伴う変更点等

(1) 侮辱罪の処罰対象となる行為の範囲

改正規定の施行に伴い、侮辱罪については、法定刑が「拘留又は科料」から「一

殿



年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に

引き上げられるが、構成要件に変更はなく、処罰対象となる行為の範囲は変わらな

いものである。

(2) 刑法及び刑事訴訟法の規定の適用の変更

改正規定の施行により、侮辱罪の法定刑が引き上げられることに伴い、同罪に係

る刑法（明治40年法律第45号）及び刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）の規定の

適用に関し、例えば、次のような変更が生じることとなる。

ア 刑法

○ 没収について、拘留又は科料のみに当たる罪については、犯罪行為を組成し

た物を除き、特別の規定がなければ、これを科することができないこととされ

ている（刑法第20条）が、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなる。

○ 教唆及び幇助の処罰について、拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び

従犯は、特別の規定がなければ罰しないこととされている（刑法第64条）が、

法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなる。

○ 犯人蔵匿等の罪について、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に

逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者が処罰対象とされているところ（刑法

第103条）、法定刑の引上げに伴い、侮辱罪を犯した者も罰金以上の刑に当たる

罪を犯した者に該当することとなる。

イ 刑事訴訟法

○ 逮捕状による逮捕について、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪

については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく出頭

の求めに応じない場合に限り、これをすることができることとされている（刑

事訴訟法第199条第１項ただし書）が、法定刑の引上げに伴い、その制限がな

くなる。

○ 現行犯逮捕について、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行

犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡す

るおそれがある場合に限り、これをすることができることとされている（刑事

訴訟法第217条）が、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなる。

○ 勾留について、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、

被告人が定まった住居を有しない場合に限り、これをすることができることと

されている（刑事訴訟法第60条第３項）が、法定刑の引上げに伴い、その制限

がなくなる。

○ 公訴時効期間（現行法では１年）は、法定刑の引上げに伴い、３年となる（刑

事訴訟法第250条第２項）。

２ 改正規定の運用上の留意事項等

(1) 侮辱罪による現行犯逮捕に係る考え方

改正法に関する国会審議の過程において、侮辱罪による現行犯逮捕の考え方が別

紙の「現行犯逮捕、侮辱罪の成否等に係る政府統一見解」（以下「政府統一見解」



という。）として示された。

この中で、侮辱罪での現行犯逮捕について、以下の内容が明らかにされている。

○ 捜査機関においては、侮辱罪による現行犯逮捕について、表現の自由の重要性

に配慮しつつ、慎重な運用がなされるものと承知している。

○ 現行犯逮捕は、逮捕時に、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である

場合にしか行うことができない。この要件を満たす場合には、住居不定であるな

どの要件がなくても、法律上は可能となるが、犯罪であることが明白というのは、

違法性を阻却する事由がないことも明白ということであり、侮辱罪については、

表現行為という性質上、逮捕時に、正当行為でないことが明白といえる場合は、

実際上は想定されない。

(2) 警察官による侮辱罪での現行犯逮捕

(1)の考え方を踏まえると、警察官が侮辱に該当し得る言動を行っている者を現

認したとしても、その場で当該行為が正当行為に当たるか否かを判断することは難

しいことから、直ちに侮辱罪の現行犯人と認め、これを逮捕するということは、実

際上は想定されないこととなる。

なお、上記の場合においても、他の犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白

であるときは、当該他の犯罪による現行犯逮捕を妨げるものではない。

(3) 私人による侮辱罪での現行犯逮捕及び留置

私人が現行犯逮捕したとして警察が現行犯人の引渡しを受けた場合、警察ではこ

れを受け取り、法令に則り必要な手続を行った上で、同犯人を留置するか否かを判

断することとなる。侮辱罪の現行犯逮捕に係る政府統一見解の趣旨は、私人から現

行犯人の引渡しを受けた際の警察における留置の判断にも同様に当てはまるもので

あることから、これを踏まえて留置の判断は適切に行うこと。

(4) 侮辱罪での逮捕状による逮捕

政府統一見解を踏まえ、逮捕状による逮捕については、逮捕の理由、逮捕の必要

性、収集した証拠の証明力等を十分に検討し、その逮捕権は、慎重適正に運用する

こと。

(5) 被害の届出への適切な対応

被害の届出に対しては、「迅速・確実な被害の届出の受理について」（平成31年３

月25日付け警察庁丙刑企発第59号）に基づき、被害者・国民の立場に立って対応し、

その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理す

ることとしている。侮辱罪の被害に係る届出についても同通達に基づき、適切な受

理が求められるところ、正当行為でないことが明白といえない、行為者が特定でき

ていない等の理由で被害の届出の受理をしない又は先送りにするといった誤った対

応がなされないよう、適切な対応を徹底すること。

また、改正法の国会審議に際し、衆議院及び参議院の法務委員会において、「イ

ンターネット上の匿名での誹謗中傷による侮辱罪に関し、被疑者の特定に係る被害

者の負担を軽減すること」との附帯決議がなされていることから、インターネット



利用の場合の発信者の特定に関し、警察において捜査を尽くすなど、被害者側の負

担軽減に配意すること。

(6) 適正かつ緻密な捜査の徹底

侮辱罪の捜査においては、同罪が正当な言論活動を処罰対象とするものではない

ことを前提に、表現行為という性質を踏まえ、侮辱に該当する言動が正当な言論活

動に該当するかなど、適正かつ緻密な捜査を徹底すること。

(7) 改正規定による改正後の侮辱罪の適用関係

改正規定による改正後の侮辱罪の規定は、刑法第６条により、一部施行日以後の

行為についてのみ適用されることとなるため、行為と一部施行日との前後関係に注

意すること。

３ 指導教養の徹底

この種事案については、警察の各部門において取り扱う可能性があることから、改

正規定及びそれに伴う変更事項の規定内容、政府統一見解等とともに、被害者の心情

に配慮した対応について、全ての警察職員に対し、十分な指導教養を徹底すること。

４ 体制の整備及び捜査員の能力向上

一部施行日以後、インターネット上のものを含め侮辱罪の被害の届出状況等に応じ、

担当所属に必要な人員を配置するなど、相談や被害届の受理及び捜査が適切に行われ

るような体制の構築にも留意すること。また、インターネット上の侮辱罪については、

外国所在サーバを経由したり、匿名化ソフトを用いたりするなどの特性を踏まえ、必

要に応じサイバー部門との連携を図るほか継続的な教養等による捜査員の能力向上等

に努めること。



令和４年５月

法務省・警察庁

現行犯逮捕、侮辱罪の成否等に係る政府統一見解

１ 現行犯逮捕の基準

○ 現行犯逮捕は、捜査機関において、個別具体的な事実関係に即して、法と

証拠に基づき判断がなされるものであり、侮辱罪に限らず、あらゆるケース

を想定した基準を示すことは困難である。

２ 侮辱罪に係る現行犯逮捕の可否

○ その上で、侮辱罪に係る現行犯逮捕の可否について申し上げる。

○ まず、今般の法整備は、もとより、正当な言論活動を処罰対象とするもの

ではない。

○ 侮辱罪による逮捕に関して、今般の法定刑の引上げにより、住居不定であ

ることなどの制限はなくなるが、それ以外の要件に変わりはない。

○ 捜査機関においては、侮辱罪による現行犯逮捕について、表現の自由の重

要性に配慮しつつ、慎重な運用がなされるものと承知している。

○ 現行犯逮捕は、逮捕時に、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白で

ある場合にしか行うことができない。この要件を満たす場合には、住居不定

であるなどの要件がなくても、法律上は可能となるが、犯罪であることが明

白というのは、違法性を阻却する事由がないことも明白ということであり、

侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に、正当行為でないこと

が明白といえる場合は、実際上は想定されない。

３ 侮辱罪成否の基準

○ 個別の事案の犯罪の成否については、法と証拠に基づき、最終的には司法

において判断されることとなるが、侮辱罪にいう「侮辱」にいかなる行為が

当たるかという一般論としての基準については、侮辱罪で有罪が確定した裁

判例により、その処罰範囲の概念は明確になっている。

○ なお、テロ等準備罪新設の際など、罰則の新設や処罰範囲の変更に際して

は、犯罪の成否についてお示ししたことがあるが、これは、新設・改正する

条文の文言の意義や処罰範囲の概念を明確にするために、その文言や要件を

立案した趣旨としてお示ししたものである。


